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あなたの臨床遺伝専門医認定期間はいつまでですか？

いますぐ、お手元の「専門医認定証」をご確認ください！




　来年（2007年）の3月末には、専門医制度開始後はじめての更新を迎えます。以前に「臨床遺伝学認定医」や「遺伝相談認定医師カウンセラー」から専門医に移行された方の場合、ほとんどの方は今回で認定期間が終了します。2007年3月31日に認定期間の終了を迎える方の更新申請の受付は2006年4月から12月までの間です。その他の方々は各認定期間終了期日前年の4月から12月までの間に更新申請を行って下さい。各自で今までに取得した単位数をご確認の上、更新に向けてご準備下さい。
　臨床遺伝専門医更新のためには、5年間で100単位の取得が必要です（記録簿の5～6頁を参照）。
とくに、「適切な遺伝医療の実践」30単位の取得は必須ですのでご注意ください。すなわち、

　　　１）「遺伝医療」を行った15症例のリスト

　　　２）上記15症例のうち、申請者自身が行なった「遺伝カウンセリング」3症例の要約

が必要です。

Ｑ．大学（研究所）で研究・教育を主体とした指導的立場にあるため、自身で「遺伝医療の実践」に関する所要単位を満たすことは難しい。

Ａ．「遺伝医療をおこなった15症例」に含まれるのは、遺伝カウンセリングや外来・入院診療だけとは限りません。ある疾患や症例について他の医療機関・医師から相談を受け専門家としての助言をしたり、遺伝子検査を提供するケースも含まれます。また、「遺伝カウンセリング3症例」については、指導者として遺伝カウンセリングに臨席した場合も含まれます。必ずしも自身が所属する施設でおこなう必要はなく、関連施設や保健所などで実践したものでも認定対象となります。
　専門医資格は従来の学会認定医とは異なり、「医療を実践」するに際しての専門家資格ですので、臨床遺伝との接点を保つことが重要です。

Ｑ．診療がきわめて忙しく、学会に参加する時間があまりないため単位取得が難しい。
Ａ．遺伝カウンセリングを数多く実践することにより、必須30単位に加えてさらに最大20単位を取得することが可能です（次のＱ＆Ａを参照）。学会参加については、日本人類遺伝学会や日本遺伝カウンセリング学会などの全国的な複数日にわたる学会・セミナーだけではなく、各地域での遺伝関連研究会・研修会に参加しても単位が取得できます。また、遺伝医学に特化していない学会であっても、遺伝医学関連の演題発表をすることによって単位取得が可能です（記録簿5～6頁を参照）。

　専門医資格を維持するためには、学会やセミナーに参加して新しい知識を学習することが重要です。
Ｑ．「遺伝医療の実践」の中に、「適切な遺伝医療の実践」（必須３０単位）と「遺伝カウンセリングの実践」（最大２０単位）の二つがあるが、この両者の違いは何か？
Ａ．前者はすべての更新申請者にとって必須です。後者の「遺伝カウンセリングの実践」は、頻回に学会活動に参加することが困難な方でも、遺伝カウンセリングの実施によって最大20単位取得できるように設けたものです。

Ｑ．過去の学会・研究会に出席したときの単位認定シールを紛失してしまった。

Ａ．その旨を記録簿に記載した上で、可能な限りプログラムや演題発表抄録のコピーを添付してください。また単位認定シールは、他の専門医認定用のために取得したシール（例：産婦人科専門医、小児科専門医など）のコピーでも構いません。
Ｑ．基本的領域の学会の専門医・認定医の資格を持っていない場合、更新ができるのか？
Ａ．すでに臨床遺伝専門医資格をお持ちの場合、基本領域の専門医資格を持っていなくても更新することができます。ただし、将来的には取り扱いが変更される可能性もあります。

　なお、申請書類【様式５－１】に基本領域の専門医資格を記入していただく箇所がありますが、これは事務局で現状を把握するためのものです。

Ｑ．記録簿にすべて手書きで記入しなければならないのか？

Ａ．記録簿は、日本人類遺伝学会または日本遺伝カウンセリング学会のホームページからダウンロードし、ワープロで記入することも可能です（記録簿の裏表紙を参照、2006年4月以降にダウンロード可能）。
　記載欄のスペースは、自由に変更しても構いません。研究集会出席および業績発表については、必要なだけページ数を追加できます。症例要約については、１症例につき最大でも４ページ以下としてください。
　そのほか、不明な点やご質問がある場合は、下記の臨床遺伝専門医制度委員会・事務局までお問い合わせください。

　　　2006年3月

臨床遺伝専門医制度委員会　事務局

　　〒980-8574　宮城県仙台市青葉区星陵町１−１

　　東北大学大学院医学系研究科 遺伝病学分野内
　　委員長：松原洋一
　　電話：022-717-8141，FAX：022-717-8142

　　E-mail: idensenmoni@ jshg.jp

　　Homepage：http://jshg.jp/
（日本人類遺伝学会)

　　　　　　　http://www.jsgc.jp/
（日本遺伝カウンセリング学会）　　
認定期間








